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市役所　 ４８３－１１５１（代表）

市役所
〒276-8501	大和田新田312-5
483-1151（代表）

国民年金保険料の２年前納制度
（口座振替）が始まります
　国民年金には、保険料がお得な前納
制度があります。26年４月末の口座振
替分から、よりお得な２年前納制度が
始まります。割引率は４パーセントで、
２年間で１万4,000円程度安くなりま
す。口座振替のみ利用可能です。２年
分の保険料が、収めた年の社会保険料
控除の対象となります。申し込みは２
月末まで。年金手帳または納付書、預
貯金通帳、通帳届け出印をお持ちにな
り、口座を開設している金融機関や郵
便局などで手続きを。詳しくは船橋年
金事務所 424-8811へ。（国民年金室）

国民年金の加入は20歳から
　国民年金は病気やけがで働けないと
きや、高齢のため収入を得るのが難し
いときに生活の基礎となる費用を支給
する制度です。日本に住む20歳～60歳
の人に加入が義務付けられています。
20歳になる誕生月に年金事務所から送
られてくる加入届を国民年金室、支所・

連絡所に提出してください。１か月ほ
どで年金手帳と保険料の納付書が年金
事務所から送付されますので、納付書
記載の方法で保険料をお支払いくださ
い。25年度の保険料は月額１万5,040
円です。保険料を納めることが難しい
ときは、国民年金室へご相談ください。

軽自動車・原動機付自転車　
などをお持ちの人へ
　軽自動車・原動機付自転車などに課
せられる軽自動車税は、４月１日時点
の所有者に課税されます。次の要件に
該当する場合は、早めに名義変更や廃
車の手続きをしてください。①譲渡な
どにより所有者が変更になった　②市
外へ転出する　③所有者が亡くなった
④盗難などの被害に遭った
　 ▼手続きの場所　排気量125cc以下
の原動機付自転車…市民税課　排気量
125cc超の二輪車…習志野自動車検査
登録事務所 050-5540-2024　軽自動
車…軽自動車検査協会千葉事務所習志
野支所 461-6600　　　  （市民税課）

26年度償却資産の申告を
　償却資産の申告は１月31日まで。お
済みでない人は申告をお願いします。
対象は市内で事業を行っている償却資
産の所有者です。詳しくは資産税課へ。

生産緑地地区の都市計画変更
　都市計画法の手続きを経て、12月27
日付けで生産緑地地区の都市計画を変
更しました。変更区域は、大和田新田
字新木戸前・字庚塚、高津字橋土の各

一部の区域です。変更内容は、市役所
２階公園緑地課で縦覧できます。

図書館は２月24日㈪～28日㈮
蔵書点検のため休館します
　蔵書点検のため、大和田・八千代台・
勝田台・緑が丘図書館は２月24日㈪から
28日㈮まで休館します。本はブックポ
ストで返却できます。（大和田図書館）

市スポーツ指導員認定講習会
　 ▼日程／内容　①２月８日㈯午後２
時から／ウエイトリフティング競技千
葉国体少年の部監督の講演「ウエイト
リフティングから学ぶ」　②２月22日
㈯午後６時から／勝田台病院整形外科
長の講演「スポーツ障害について」　
③３月８日㈯午後６時から／㈱資生堂
主任研究員の講演「健康生活・日焼け肌」
④３月15日㈯午後２時から／シンポジ
ウム「青少年のスポーツ指導について」
①は指導員希望の人以外も参加可。①
～④とも30分前から受け付け　 ▼場所
①は市民会館。②～④は総合生涯学習
プラザ　 ▼問い合わせ　市体育協会事
務局 483-5415／火曜～金曜日の午前
10時～午後４時　（文化・スポーツ課）

募集 生涯学習推進員
　 ▼勤務内容　講座の企画運営、生涯
学習団体などの育成、学習相談など　

▼募集人数　４人程度　 ▼任期　４月
１日から１年間　 ▼勤務条件　土曜・
日曜日、祝日を含む週４日、29時間以
内　 ▼勤務場所　総合生涯学習プラザ
または男女共同参画センター　 ▼報酬
月額12万2,600円　 ▼選考方法　書類審
査と面接　 ▼応募方法　２月17日㈪必
着で次の書類を〒276-0045大和田138-2

教育委員会庁舎内・生涯学習振興課
481-0309へ郵送か持参。①「生涯学習推
進員に応募した理由」と題した作文（400
字詰め原稿用紙３枚以内）　②履歴書（写
真貼付）　③任用試験申込書　※募集
要項申込書などは上記勤務場所のほか、
生涯学習振興課、支所・連絡所、市役
所１階総合案内で配布。応募書類は非
公開。返却しません（生涯学習振興課）

　　 適応支援センターの　
　　 体育室使用団体
　適応支援センター体育室（八千代台
北8-9-12）の来年度使用団体を２月３
日㈪から受け付けます。体育室の広さ
は18ｍ×12ｍで、卓球・バドミントン・
体操・武道などに使えます。
　 ▼対象　市内で活動しているスポー
ツ団体　 ▼利用期間　４月１日㈫～27
年３月31日㈫の土曜・日曜日午前９時
～午後６時　※原則１団体週１回３時
間までの定期使用　 ▼申し込み　同セ
ンター 486-1019へ電話連絡の上、２
月28日㈮までに申請書類を提出

四市複合事務組合議会　　　
第１回定例会を開催します
　四市複合事務組合は、船橋市、習志
野市、八千代市、鎌ケ谷市で構成する
特別地方公共団体で、特別養護老人ホ
ーム三山園と馬込斎場を管理運営して
います。傍聴を希望する人は、同組合
事務局 436-2772へお問い合わせを。
　 ▼日時　２月19日㈬午後２時から　

▼場所　船橋市役所　 ▼内容　26年度
予算の審議ほか　　　　（健康福祉課）

赤十字防災ボランティア説明会・
加入者研修会を開催
　災害時に協力できるボランティアの
活動内容の説明会。「心肺蘇生・ＡＥＤ
体験」や「三角巾で包帯」などの実技研
修も。昼食は研修で作ります。無料。
　 ▼日時　３月１日㈯午前９時30分～
午後３時　 ▼場所　福祉センター４階
研修室　 ▼申し込み　２月21日㈮まで
にはがき、ファクスまたはメールで、
住所、氏名、電話番号を〒260-8509千
葉市中央区千葉港5-7日本赤十字社千
葉県支部福祉係 043-248-6812 info
@chiba.jrc.or.jpへ　 ▼問い合わせ　
同支部 043-241-7531  （健康福祉課）
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つながらないときは、市役所 483ー1151
か消防本部 459ー2441へ。当番医は、
市ホームページでも見られます。

◆急病のときは、まず、
当番医で受診を

テレホン案内

482－6870
内科系（小児科）

482－6871
外科系・その他の科目

482－6872歯科
※小児科･その他の科目･歯科
は、日曜・祝日・年末年始
の8:30～17:00のみ

こども急病電話相談
お子さんの急病時、受診が必要か判断に迷う時など
に看護師や小児科医が相談に応じます。
毎日19～22時局番なしの ＃8000

やちよ夜間小児急病センター

※23時以降は 450－6000へ
毎日18～23時 458－6090
東京女子医科大学八千代医療センター内
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　公益信託八千代まちづくり緑が丘
基金では、緑豊かで快適な住環境の
創造と保全のため、主体的に活動し
ている団体に助成金を交付します。

　 ▼対象　グリーンベルト、街路樹、
花壇、歩道、公開空地の整備や駅前
広場、公園、緑地の清掃など、基金
の目的を達成するために必要な活動
を主体的、継続的に行う団体　 ▼助
成金額　対象経費の３分の２以内で
１団体20万円以内。県・市などの公
的補助金との併用はできません　　

▼申し込み　所定の申請書に必要事
項を記入し、２月３日㈪～３月31日
㈪に同基金へ送付（消印有効）　 ▼提
出先　〒100-8212千代田区丸の内1-
4-5三菱ＵＦＪ信託銀行リテール受
託業務部公益信託グループ 03-62
14-6227（担当長澤）　※申請書は都
市整備課窓口でも配布（都市整備課）

八千代まちづくり
緑が丘基金26年度助成団体

募集

２
月
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血

●８日㈯・９日㈰午前10時～11
時45分・午後１時～４時、フルル
ガーデン八千代（８日は八千代
中央ライオンズクラブ、９日は
八千代市献血推進協議会主催）

２
月
の
休
日
開
庁

●戸籍住民課の窓口（１階）
９日㈰午前８時30分～正午
※取り扱いできない業務もあります

●納税相談（３階）
23日㈰午前９時～午後４時
●国民健康保険料の相談（１階）
23日㈰午前９時～午後４時

※祝日はお休みです


